
－ 1 大八町連 江名子・松之木線早期完成 □ 新規 ☑ 継続 ご提案の道路については、早期に完成できるよう事業を進めてまいります。 建設課

－ 2 大八町連 大八賀川流域の治水整備 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「個別の具体的要望に対
して、必要に応じ対応していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望しま
す。

維持課（県）

－ 13 上野町 道路横断側溝の取付 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、今年度は実施できませんが、路面排水対策について検
討します。

建設課

－ 185 上野町 道路側溝の溝の深いタイプへの改修 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 186 上野町 市道舗装の修復 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 187 上野町 市道の側溝を延長、他の側溝との連結 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご
理解願います。

建設課

－ 188 上野町 道路側溝の桝にグレーチング設置 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 189 上野町 市道の側溝設置 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご
理解願います。（建設課）
路面が陥没した箇所については、今年度、部分的な補修を実施します。（維持課）

建設課

－ 190 上野町 市道舗装の修復 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 191 上野町 市道の整備と側溝蓋の設置 ☑ 新規 □ 継続

調査したところ、ご提案の箇所は、市道ではなく、上野平土地改良事業で整備した
公衆用道路です。（維持課）
側溝蓋の設置ついては、側溝蓋を市から支給し、地域で設置していただく制度があ
りますので、ご検討ください。（農務課）

維持課（その他）
農務課

－ 192 上野町 県道町方高山線の舗装一部補修 ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課（県）

－ 130 東山台町 側溝ふたの改修 □ 新規 ☑ 継続 騒音対策として、側溝蓋の下にゴム板を設置します。 維持課（その他）
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－ 131 東山台町 擁壁の補修 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の擁壁は、私有地の構造物ですので市で補修することはできません。所有
者による補修をお願いします。

維持課（その他）

－ 132 東山台町 側溝の修繕 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定は
ありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。

維持課（その他）

－ 133 東山台町 側溝の泥、排水停滞、悪臭改善・勾配修繕 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定は
ありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。

維持課（その他）

－ 193 東山台町 Ｕ字溝の改修・新設Ｕ字溝敷設 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 194 東山台町 舗装の修繕 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

－ 195 東山台町 側溝の修繕 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

－ 196 東山台町 カーブミラー鏡面の取替 ☑ 新規 □ 継続 昨年度実施しましたのでご確認ください。 維持課（その他）

－ 197 東山台町 側溝の修繕（第一団地Ⅰ） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

－ 198 東山台町 側溝の修繕（第一団地２） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

－ 136 下三福寺町 交通安全対策の実施 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「注意喚起標識をこれまで
も増設してはおりますが、公安委員会と共に対策を検討します」との回答でした。引
き続き同事務所へ要望します。

維持課（県）

－ 137 下三福寺町 町内に郵便ポストの設置 □ 新規 ☑ 継続

郵便ポストについては、市では設置できません。
高山郵便局の集配営業部（ＴＥＬ32-5307）が相談窓口になりますので、具体的な対
応策等について協議していただきますようお願いします。
なお、市から高山郵便局へ要望をお伝えしたところ、市全域で新規設置は困難で
あり、要望箇所においても設置個所周辺の世帯数、利用者数等の条件等により、
新たに設置することは困難との回答でした。今後、ポスト設置を検討する際には要
望のあった地区を考慮されるよう依頼しました。

協働推進課

－ 199 三福寺町 水路の拡張・排水の検討 ☑ 新規 □ 継続 実施に向けて検討します。 維持課（その他）

－ 140 三福寺町 道路整備について □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、経年劣化に伴う破損も見受けられることから実施に向けて
検討します。

維持課（その他）

－ 25 三福寺町 側溝の新規取り付について □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご
理解願います。

建設課
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－ 138 三福寺町 融雪装置による排水改善 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、側溝内の土砂撤去を実施しました。経過観察し、危険性が高いと判断した
場合は対応を検討します。なお、冬季の路面凍結防止策として、市で凍結防止剤
を配布しますので、維持課へご相談ください。

維持課（その他）

－ 200 三福寺町 横断暗渠詰まり解消 ☑ 新規 □ 継続
現地を確認したところ、暗渠の詰まりは確認できませんでした。増水時に現地を調
査し、通水機能に支障があれば、整備を検討します。

維持課（その他）

－ 144 三福寺町 歩道整備について □ 新規 ☑ 継続 近くの桝まで溝を切り、排水できるように対応します。 維持課（その他）

－ 33 三福寺町 小丸山古墳石室保全 □ 新規 ☑ 継続

当該敷地は現在文化財の指定はしておりませんが、過去の調査により板状の割石
を小口積みにして作られた横穴式石室を持つ古墳として評価がなされているほ
か、出土品は市の文化財として指定しています。
市としては重要な遺跡であると考えており、今後の保全対策や文化財指定につい
て、地権者の方や地元町内会の皆様と協議させていただきたいと考えています。

文化財課

－ 28 三福寺町
市道曙～三福寺線早期継続並びに当初計画
の遂行 □ 新規 ☑ 継続

ご提案の道路拡幅については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障が無い
と考えていますので、現状でご理解願います。

建設課

－ 26 三福寺町 道路早期建設について □ 新規 ☑ 継続
ご提案の道路新設については、ごみ処理施設建設に係るグランドデザインにおい
て、埋立処分地の跡地活用に伴う交通量増加対策として位置づけており、今後、ご
み処理施設建設事業と併せて具体的な整備内容を検討します。

建設課

－ 201 三福寺町 道路補修（アスファルト補修） ☑ 新規 □ 継続 今年度一部実施しました。引き続き計画的な修繕を検討します。 維持課（その他）

－ 145 三福寺町 安全確保して、通行止解除について □ 新規 ☑ 継続

情報提供のあった箇所については、次項(整理番号41番）の法面崩落の状況が安
定したと判断した場合に、通行止を解除します。（維持課）
この情報提供は、次項(整理番号41番）の法面崩落に関連するものです。回答は、
次項(整理番号41番）のとおりです。（林務課）

林務課、維持課

－ 41 三福寺町 法面崩落防止工事 □ 新規 ☑ 継続
情報提供のあった箇所については、昨年度飛騨農林事務所へ要望しましたが、
「地表面の荒廃が小規模で植生回復状況にあり、緊急性が低いため対応できませ
ん。」との回答でした。今後も、引き続き経過観察を行います。

林務課

－ 34 三福寺町 横断歩道設置について □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「道路管理者（市）で、「歩道の
連続性の確保」「歩行者の滞留場所の確保」「街路灯の設置」がされれば、横断歩
道の設置を検討します」との回答でした。引き続き同委員会へ要望するとともに、道
路管理者として設置基準を満たせるように対応を検討します。

維持課（県）

－ 31 三福寺町 廃棄物処理場への要望 □ 新規 ☑ 継続 別紙参照 生活環境課

－ 43 東山町 国道158号線の路面補修 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装修繕は、わだち、ク
ラックの状況、道路の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でし
た。引き続き同事務所へ要望します。

維持課（県）

－ 42 東山町 通学道路の除雪 □ 新規 ☑ 継続 ご提案の箇所については、平成３０年度から歩道除雪路線としています。 維持課（その他）
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－ 202 曙町 側溝の改修（三福寺曙１号線） ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定は
ありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。

維持課（その他）

－ 203 曙町 側溝の改修（曙５号線） ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、既設側溝上に民地への乗り入れのための階段が設置
してあるため、所有者にて階段を改修していただかない限り、市では対応できませ
ん。

維持課（その他）

－ 50 曙町 側溝改修及び道路拡幅 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 204 曙町 道路上の樹木の撤去 ☑ 新規 □ 継続
私有地内の樹木のため市で伐採することはできませんが、市道の通行に支障があ
る枝等について、地権者の承諾が得られれば剪定します。

維持課（その他）

－ 54 曙町 ロードフィーティングの設置（1） □ 新規 ☑ 継続

融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となることもあり、一定の
基準を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満た
さないため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防
止剤を配布しますので、維持課へご相談ください。

維持課（その他）

－ 148 曙町 道路の管理 □ 新規 ☑ 継続
落ち葉等の清掃につきましては、地域の方にご協力いただいているところですが、
特に状態が悪い場合には、維持課までご連絡ください。

維持課（その他）

－ 205 曙町 側溝の改修（３丁目地内） ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定は
ありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。

維持課（その他）

－ 151 曙町 道路・側溝のひび割れ改修 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 55 曙町 ロードフィーティングの設置（2） □ 新規 ☑ 継続

融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となることもあり、一定の
基準を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満た
さないため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防
止剤を配布しますので、維持課へご相談ください。

維持課（その他）

－ 206 曙町 道路の改修（４丁目地内） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

－ 207 曙町 樹木の伐採 ☑ 新規 □ 継続
私有地内の樹木のため市で伐採することはできませんが、市道の通行に支障があ
る枝等について、地権者の承諾が得られれば剪定します。

維持課（その他）

－ 56 曙町 ロードフィーティングの設置（3） □ 新規 ☑ 継続

融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となることもあり、一定の
基準を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満た
さないため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防
止剤を配布しますので、維持課へご相談ください。

維持課（その他）

－ 208 曙町 ロードフィーティングの設置（4） ☑ 新規 □ 継続

融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となることもあり、一定の
基準を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満た
さないため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防
止剤を配布しますので、維持課へご相談ください。

維持課（その他）
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－ 209 長坂町 カーブミラーの設置 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

○ 210 長坂町 側溝蓋の設置 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 63 日の出町 側溝の整備 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 154 日の出町 市道石積劣化により崩落の恐れ □ 新規 ☑ 継続 実施に向けて検討します。 維持課（その他）

－ 65 日の出町
側溝蓋の設置（日の出町３班　県職員ア
パート下道路） □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 211 松之木町 市道1200号線道路のガードレール設置 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

－ 75 松之木町 市道207号線道路の拡幅と側溝の設置 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の道路拡幅については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障が無い
と考えていますので、現状でご理解願います。

建設課

－ 212 松之木町 市道207号線道路のガードレールの修繕 ☑ 新規 □ 継続 ガードパイプの修繕を検討します。 維持課（その他）

－ 213 松之木町 山口谷川の護岸改修について ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課（県）

－ 68 松之木町 市道3036･3037･3246号線舗装の改修 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 72 松之木町 市道1190号線U字溝の改修 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 73 松之木町 市道1427号線U字溝の改修 □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、経年劣化に伴い破損していますので実施に向けて検討しま
す。

維持課（その他）

－ 76 松之木町
旧平湯街道の舗装陥没・破損の改修、側溝
の土砂撤去 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 157 大洞町 側溝新設 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急度及び予算上の都
合により、対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課（県）

－ 84 大洞町 農業用水路改修 □ 新規 ☑ 継続

現地を確認したところ、用水路の断面が小さく、豪雨時にオーバーフローすることか
ら改修の必要性が認められます。
改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について
地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。

農務課

－ 158 大洞町 歩道の舗装 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装修繕は、わだち、ク
ラックの状況、道路の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でし
た。引き続き同事務所へ要望します。

維持課（県）
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－ 156 大洞町 農業用水路改修 □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、素掘りの排水路ではありますが、土砂等を除去していただく
ことで断面が確保され通水も改善されますので、地域での管理をお願いします。

農務課

－ 214 漆垣内町 市道松之木・塩屋線の横断水路の改修 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、増水時に現地を調査し、通水機能に支障があれば、整
備を検討します。

維持課（その他）

－ 215 漆垣内町 市道松之木・塩屋線沿いの側溝改修 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、増水時に現地を調査し、通水機能に支障があれば、整
備を検討します。

維持課（その他）

－ 108 漆垣内町 豪雨による市道冠水解消対策 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、増水時に現地を調査し、通水機能に支障があれば、整
備を検討します。

維持課（その他）

－ 159 漆垣内町
市道松之木・塩屋線沿い（池田地区）の側
溝改修 □ 新規 ☑ 継続

側溝については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断し
た場合は対応を検討します。
歩道については、歩道幅員は確保され、平成29年度に安全確保のためにガードパ
イプを設置しましたので、現状でご理解願います。

維持課（その他）

－ 96 漆垣内町
市道五名・三岩線（間瀬戸地区）の側溝蓋
の敷設、道路舗装 □ 新規 ☑ 継続

ご提案の箇所については、道路幅員は確保され、路面状況も良好ですので、現状
でご理解願います。

維持課（その他）

－ 101 漆垣内町 市道石浦・大洞線の安全な通学路の確保 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の歩道設置については、徒歩や自転車での利用は少なく整備の必要性は
低いと考えていますので、現状でご理解願います。

建設課

－ 105 漆垣内町 地域内全体の道路、水路維持 □ 新規 ☑ 継続

農道の舗装・補修及び改修については、現地を確認し、通行に支障があると判断し
た箇所について修繕します。（農務課）
町内施工への現物支給については、維持課までご相談ください。その際、数量等
の詳細について検討します。（維持課）
除雪については、除雪計画に基づき対応します。（維持課）

維持課（その他）

－ 109 漆垣内町 天持溜池の流入口土砂除去 □ 新規 ☑ 継続

土砂堆積状況を確認しましたが、現在溜池としての機能は果たしていると判断しま
す。
ただし、今後の災害等で土砂が流入し、溜池としての機能を果たさなくなるような状
況が確認できましたら実施に向けて検討します。
なお、土砂撤去には農業用水路施設のため地元分担金が必要となりますのでご理
解願います。

農務課

－ 111 漆垣内町 「麻畑林道」の路側決壊 □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、車道部より1ｍ以上離れたところで路側部が損傷しているこ
とから、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。

林務課

－ 216 漆垣内町 大八賀川の土砂揚げ堆積土の除去 ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課（県）
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－ 113 漆垣内町
ちゃわん谷地区の崩落危険・土砂流失の対
策工事 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は、避難所及
び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、当
面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課（県）

－ 114 漆垣内町 池田地区の崩落危険・土砂流失の対策工事 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は、避難所及
び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、当
面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課（県）

－ 115 漆垣内町
沢上２地区の崩落危険・土砂流失の対策工
事 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は、避難所及
び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、当
面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課（県）

－ 116 漆垣内町 やたね洞地区の土砂流失等の対策工事 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は、避難所及
び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、当
面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課（県）

－ 117 漆垣内町 日面用水路の改修 □ 新規 ☑ 継続

昨年度の回答と同様ですが、ご要望の水路箇所よりも下流部で漏水等が多くみら
れたため、中山間地域総合整備事業で、下流部の整備を実施しました。塩屋地
域、丹生川地域の整備箇所も決定していることから、この事業での追加整備は困
難ですのでご理解願います。

農務課

－ 118 漆垣内町 大八賀川池田地区の護岸崩壊 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上特に
問題ないと判断しており、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ
要望します。

維持課（県）

－ 119 漆垣内町 大八賀川下内地区護岸崩壊 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上特に
問題ないと判断しており、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ
要望します。

維持課（県）

－ 217 塩屋町 谷の砂防及び排水高溝の設置 ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課（県）

－ 165 塩屋町 谷の砂防及び排水溝の拡幅 □ 新規 ☑ 継続 実施に向けて検討します。 維持課（その他）

－ 218 塩屋町 谷の砂防及び排水溝の設置 ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課（県）

－ 164 塩屋町
白山神社裏　市道沿い側溝新設、アスファ
ルト舗装 □ 新規 ☑ 継続

ご提案の箇所については、今年度は実施できませんが、路面排水対策について検
討します。

建設課

－ 176 塩屋町 大八賀川の土砂・流木の撤去 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「優先順位を決めて順次
土砂撤去を行ってまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課（県）

－ 178 塩屋町
塩屋～天堤長間市道26号線拡幅及び排水溝
整備 □ 新規 ☑ 継続

ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理
解願います。

建設課
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－ 177 塩屋町 塩屋～天堤25号線道路拡幅 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理
解願います。また市道敷でない共用水路へは接続できません。

建設課

－ 166 塩屋町 歩道上落石防止柵設置 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定は
ありません。現状でご理解願います。

維持課（その他）

－ 219 塩屋町 天堤からの排水溝の延長 ☑ 新規 □ 継続

現地を確認したところ、用水路の断面が小さく、豪雨時にオーバーフローすることか
ら改修の必要性が認められます。
改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について
地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。

農務課

－ 220 塩屋町 日影用水本線、拡幅の延長 ☑ 新規 □ 継続

現地を確認したところ、用水路の断面が小さく、豪雨時にオーバーフローすることか
ら改修の必要性が認められます。
改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について
地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。

農務課

－ 169 塩屋町 市道舗装 □ 新規 ☑ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

－ 221 塩屋町 排水溝の拡幅（栃原建築作業所前） ☑ 新規 □ 継続
現地を確認したところ。下流側の側溝幅が上流側よりも狭いことが原因と考えられ
ますので、実施に向けて検討します。

維持課（その他）

－ 222 塩屋町 雨水による市道完遂の改修 ☑ 新規 □ 継続
現地を確認したところ、桝に土砂が溜まっていますので、土砂を撤去し、経過観察
します。

維持課（その他）

－ 167 塩屋町 市道老朽化による側溝ずれ修繕 □ 新規 ☑ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

－ 223 塩屋町 谷川への転落防止柵設置 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

－ 175 塩屋町 市道側溝の段差部分よりの漏水修理 □ 新規 ☑ 継続 今年度実施します。 維持課（その他）

－ 163 塩屋町
市道沿い（旧国道３６１号線）側溝蓋修繕
及び追加 □ 新規 ☑ 継続 今年度一部実施します。 維持課（その他）

－ 224 塩屋町 市道排水溝の設置 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、地形上の湧水が原因と考えますので、現状でご理解願
います。

建設課

－ 225 塩屋町 市道排水溝の設置 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、地形上の湧水が原因と考えますので、現状でご理解願
います。

建設課

－ 226 塩屋町 県道の排水切り替え ☑ 新規 □ 継続 所管である県高山土木事務所に要望します。 維持課（県）

－ 173 塩屋町 市道側溝老朽化改修 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課
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－ 227 塩屋町 天ヶ谷（神通川水系臼本洞）の汚水と悪臭 ☑ 新規 □ 継続
現地を調査し状況を確認したところ、上流の養豚施設による影響が大きいと判断し
たことから、事業者に対し、家畜排せつ物の適正な管理を行うよう指導しました。引
き続き、その管理状況を注視します。

畜産課

－ 172 塩屋町 塩屋町地内歩道設置 □ 新規 ☑ 継続
情報提供書の箇所図のうちH29～30年度に整備しました区間以外の箇所について
は整備の予定はありませんので、現状でご理解願います。

建設課

－ 228 天堤町 市道天堤26号線道路拡幅 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、交通量が少なく整備の必要性は低いと考えていますの
で、現状でご理解願います。

建設課

－ 229 天堤町 道路舗装の改修（市道天堤線） ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 184 天堤町 道路拡幅工事 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理
解願います。

建設課

× 182 天堤町 市道天堤～山口線の道路舗装改修 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 230 天堤町 公衆水洗トイレの設置 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所について、立地や利用形態・利用頻度を検討した結果、公衆トイレの
設置効果が見込めないため、市としては設置できませんので、ご理解願います。

下水道課

－ 231 天堤町
市道天堤２５号線排水溝整備、経路の見直
し ☑ 新規 □ 継続

ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理
解願います。また市道敷でない共用水路へは接続できません。

建設課

－ 232 天堤町
道路改修と排水溝整備（天堤線～南部農免
道路） ☑ 新規 □ 継続

ご提案の箇所は、私有地であるため市では整備できません。所有者による整備を
お願いします。

維持課（その他）

－ 233 天堤町 市道天堤～山口線の道路横断側溝改修 ☑ 新規 □ 継続
原材料支給で対応可能ですので、維持課までご相談ください。数量等の詳細につ
いては、その際、検討します。
舗装状態が悪い部分について補修します。

維持課（その他）



× 185 上野町 道路側溝の溝の深いタイプへの改修 ☑ 新規 □ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

○ 186 上野町 市道舗装の修復 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。

○ 188 上野町 道路側溝の桝にグレーチング設置 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。

○ 190 上野町 市道舗装の修復 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。

△ 193 東山台町 Ｕ字溝の改修・新設Ｕ字溝敷設 ☑ 新規 □ 継続 今年度一部実施します。

× 50 曙町 側溝改修及び道路拡幅 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

○ 151 曙町 道路・側溝のひび割れ改修 □ 新規 ☑ 継続 今年度実施します。

○ 210 長坂町 側溝蓋の設置 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。

○ 63 日の出町 側溝の整備 □ 新規 ☑ 継続 今年度実施します。

× 65 日の出町
側溝蓋の設置（日の出町３班　県職員ア
パート下道路） □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 68 松之木町 市道3036･3037･3246号線舗装の改修 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

× 72 松之木町 市道1190号線U字溝の改修 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

○ 76 松之木町
旧平湯街道の舗装陥没・破損の改修、側溝
の土砂撤去 □ 新規 ☑ 継続 今年度実施します。

× 173 塩屋町 市道側溝老朽化改修 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

○ 229 天堤町 道路舗装の改修（市道天堤線） ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。
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　　　　情　報　提　供　一　覧　表　（　市　道　等　の　維　持　・　修　繕　案　件　）　　　【平成　３１　年度事業】

地　　　区　　　名 大八まちづくり協議会

代表者（責任者） 笠井　新治 所　管　課 維持課
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× 182 天堤町 市道天堤～山口線の道路舗装改修 □ 新規 ☑ 継続 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

実施事業　：　○実施、△一部実施、×未実施



別紙 項目別回答 

 

廃棄物処理場関係 

 

１ 排気ガス（ダイオキシン）、土壌残留ダイオキシン、排水の検査を確実に実

施し、公表することで町民の不安を解消すること。 

  焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定及び埋立処分地からの排水検査は、

法令に基づき実施しています。 

また、皆様のご協力のもと、公民館敷地等での土壌中のダイオキシン類測定を

継続して実施するとともに、昨年度から今年度にかけて環境影響調査を実施し、

大気中のダイオキシン類などを測定しています。 

  これまでの測定値は基準値を大きく下回っていますが、今年度実施します検査

については、結果が出たところで速やかに周辺町内会の皆様に報告します。 

  また、法令に基づく検査結果などを含めた施設の維持管理情報を広報たかやま

や市ホームページにおいて公表しています。 

 

２ 悪臭、塵灰の拡散防止を徹底すること。 

  焼却施設に持ち込まれたごみの臭気を吸引して、焼却炉で燃焼させることや、

収集運搬業者への指導徹底により、焼却施設や収集車からの排ガス、悪臭、埃な

どの拡散防止を継続して行います。埋立処分地から発生する臭気や塵灰の拡散に

ついては、埋立の減量化、発生ガスの引き抜き、覆土などを実施することで拡散

防止に努めます。 

 

３ カラス被害の対策を強化すること。 

  埋立処分地に集まるカラスは、餌となるマヨネーズ容器などの分別回収、覆土

及び捕獲器の設置などの対策によって、飛来数に減少傾向がみられます。 

  今年度もこのような対策を強化して、被害の予防に努めます。 

 

４ 埋立処分地の跡地利用については、地元と十分な協議をすること。 

  第一次埋立処分地は、ほぼ埋立が終了しており、地盤の安定化を確認するため

の水質検査や地中温度、発生ガス量などの測定を継続して実施しています。 

  跡地利用については、地元の皆様のご意見を十分に伺い、反映できるよう協議

をさせていただきます。 



５ 事故等が発生した場合は速やかに公表するとともに、炉を停止させること。 

  ごみ焼却施設については、周辺地域の皆様に安心していただけるよう、毎年点

検整備を行い、性能を維持したうえで、安全優先の稼働に努めています。 

  現在、稼働しているごみ焼却施設において、万一事故等が発生した場合は、責

任をもって必要な措置を講ずるとともに、その事実を速やかに公表します。 

 

６ 新ごみ処理施設建設に際しては、地元と十分な協議をすること。 

  新ごみ焼却施設については、現焼却施設の東側に建設したいという市の考えに

対して、一定のご理解を賜り、誠にありがとうございます。引き続き地元の皆様

と十分な協議を行い、一層のご理解が得られるよう取り組んでまいります。 

 


